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要    旨 

 

１ 作成の背景 

 平成の時代は、気候変動、自然災害、環境汚染など、自然環境と人間社会との関係が多

くの問題に直面していた時代であった。それは令和になっても継続されている。また、地

球の有限性、社会の持続性と未来社会の在り方も再考慮する必要が出てきた。このような

未来社会を生きていくためには、人類に求められている資質・能力とは何かを社会が議論

し、学校教育から生涯教育までを継続して考え、顕在化した課題を解決できるようにしな

ければならない。特に、我が国の住民は、プレート境界部かつアジアモンスーンの影響下

にある「変動する日本列島」に暮らしているため、多くの地震・火山災害や風水害に見舞

われてきた。平成から令和になってからも、深刻な被害が立て続けに生じた。一方、非常

時には気象庁などの行政機関が迫りくる自然の猛威に対して自主的に行動を取ることを呼

びかけ、｢命を守る｣アナウンスが行われる。この状況を考えると我々は、他国の人々以上

に自然現象を理解・予測し、その猛威に立ち向かう心構えと十分な防災・減災対策を用意

していかなくてはならない。そのためには、地学・地理学などの自然と密接にかかわる分

野の教育を通して、自然に親しみ、地球のしくみや営みを理解し、地震、火山噴火、集中

豪雨、台風などがもたらす災害から身を守る対策と行動を自己判断できるようになるこ

と、また、自然がもたらす恵みを適切に管理し活用できるようになることが求められる。

これこそが、豊かな自然に恵まれつつも災害大国に暮らす人々が共有すべき「変動する地

球に生きるための素養」である。 

 

２ 現状及び問題点 

 地球温暖化の進行による新たな環境問題も生じてきており、これからも一層、自然のし

くみをさらに深く理解し、自然との接し方を学び直す必要がある。特に、日本に暮らす

人々は、自然災害を多く体験し、自然現象の脅威に接している。まずは学校教育の期間

に、地学・地理学など身近な自然と社会とのかかわりに強く関連する分野をしっかりと学

び、さらに生涯にわたって自然に関心を持ち続けることによって、自然災害に備えたり、

環境保全に努めたりすることが重要である。災害対応において、住民による自助・共助が

求められる現状では、各人が「変動する地球に生きるための素養」を身につけなければな

らない。それにより、各個人は自然の脅威に対して適切に備える能力をもつとともに、自

然と調和した土地利用や資源の活用を持続することができる。 

 「変動する地球に生きるための素養」を身につけるためには、初等中等教育が最も重要

である。日本に暮らす人々が等しく学ぶことのできる時期において習得した自然現象の理

解や知識は、各個人にとって災害時の対策や行動を取る場合に大きく反映される。特に、

野外で実際に地球の営みや自然環境と人間社会の関係を学ぶことも欠かすことができな

い。しかし、初等中等教育において学校教育を指導する人材や支援体制が不十分である。

そのため、より効果的な教材の開発、指導者の知識・技能の向上などに向けて地学・地理

学に関わる組織・団体の総力をあげた連携・協働が求められる。 
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「変動する地球に生きるための素養」は、初等中等教育の期間だけでなく、その後、生

涯にわたる学習が必要となる。自然の脅威は、いつでも起こりうるからである。地球を学

ぶことができる場として博物館などの社会教育施設、ジオパーク、各地の自然体験館など

がある。そこでの学習活動を支えるのは、自然に関する高度な知識を持った博物館学芸員

や解説員などの地域の人材であるが、大学や研究機関も関与する機会を拡大することが望

ましい。生涯教育でも分野・組織横断型の協力体制の構築が求められる。 

 

３ 提言の内容 

 災害が頻発する日本列島に住むすべての人々は「変動する地球に生きるための素養」を

身につけるべきである。それにより、各個人は自然の脅威に対して「命を守る」ための備

えを用意する能力をもつことや、自然と調和した暮らしを実現することができるようにな

る。審議の過程において見出された重要な点は以下のとおりである。 

 

(1) 学校教育の中で｢自然を学ぶ学習｣を強化する  

日本に暮らす人々が「変動する地球に生きるための素養」を身につけるためには、ま

ずは、地球や惑星のさまざまな現象に関する素朴な疑問や知的好奇心に根差した学びと

しなくてはならない。地球の営みや自然環境の変化を科学的・論理的に理解できるよう

になれば、劇的に変化する自然の中で、自ら体験し、予測し、判断しながら、安全に生

きていく知恵と想像力を獲得することに繋がる。このような学習の姿勢は、学校教育の

期間に繰り返し体験し、学ぶことを通じて涵養される。そのためには、防災や環境に関

わる事物・現象についてミクロ・マクロな視点、時間的・空間的な視点をもって多面的

に教育できる人材を育成するとともに、平成 29・30年告示の学習指導要領に対応した教

育環境を実現すべきである。これらの点で、この地球教育には従来の文系、理系という

概念でなく、｢文理融合｣という観点も重要である。 

 

(2) 生涯で「変動する地球に生きるための素養」を身につける機会を増強する 

  「変動する地球に生きるための素養」を身につけるための学びの場は、学校教育の期間

だけでなく生涯にわたって確保されることが重要である。変動する自然現象、グローバル

または地域的な環境問題、そして地球惑星に関する新しい知見などについて、すべての年

齢層が自らの社会生活に密接した情報として共有できるようにすることが大切である。そ

のような教育の場として、博物館の展示解説や体験活動、ジオパーク活動などがある。特

に、自然災害や地球環境に関連する知識やその対策を提供できる機会を増やすことは重要

で、その活動を支える人的支援や組織を作るべきである。そのためには、大学などの研究

機関、学協会、地方公共団体が連携・協働し、市民が日常的に地球を学べる場を数多く設

けるべきである。最終的に「変動する地球に生きるための素養」は、災害や環境問題に直

面する我々にとって命を守ることにつながるのである。  
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１ はじめに－地球に係わる教育（地球教育）の重要性 

 人類は、地球上で宇宙・地球の贈り物である自然の恵みを利用し、文明を築き、さらに

高度な科学・技術社会を作りだしてきた。生物は海で生まれ、地球環境を作ることで、地

球とともに進化してきた。生物体を作る化合物は宇宙や地球を構成する物質からできてお

り、その体を支えるエネルギー代謝は地球の物質循環の一部を担っている。生態系の持つ

機能も地球環境を根底から支えている。特に、地表の７割を占める海洋とそこに棲む生物

によって、現在の地球は人類が生存可能な環境になっている。我々が用いる時間の概念、

長さや重さなどの度量衡の単位は、もともと天体の運行や地球の大きさ、そして人間の身

体の一部の長さをもとに定義されており、人間生活は宇宙や地球と不可分である。人間活

動によって大気中に多量に放出された二酸化炭素は、地球温暖化と海洋酸性化の原因とな

る。この地球温暖化にともなう豪雨、熱波などの異常気象の多発や海面上昇は、地震や火

山活動とともに、地上に重大な災害を引き起こして生活に大きな影響を及ぼす。また、地

球温暖化と海洋汚染による海洋貧酸素化や、豊かな生活を送ることを目指すために生物を

食料として必要以上に消費することが、結果として、生態系へ重大な影響を及ぼし、生物

多様性の減少を招いている。一方、人間社会を支えるエネルギー資源は地球上で偏在して

おり、国際的な経済摩擦と政治問題を生んでいる。 

 このように、地表における人間のさまざまな活動は地球とともにある。しかし、地球は

有限の許容度を持った系であり、その変動には、未だに十分に解明されていないさまざま

な要因が複雑にかかわっている。このような地球と共存して人類が持続的に発展するため

には、変動する地球に係わる知識を活用する知恵とともに、これまでの限定された知識か

ら推測されない事態が発生する可能性にも思いを巡らすことができる想像力が必要であ

る。このような知恵と想像力の総体が「変動する地球に生きるための素養」である。この

素養は、単独の教科教育で身につくことはない。むしろ、文系から理系にわたる教科教育

を総合的におこない、さらに、生涯を通じて自然と社会の関わりを学び続けることで、リ

ベラルアーツとしての教養、あるいはコモンセンスとして身につくと考えられる。 

 四方を海で囲まれた日本列島は、プレート境界部かつアジアモンスーンの影響下にあ

り、豊かな自然に恵まれつつも自然災害が頻発する。このような国土に暮らす全て人々が

「変動する地球に生きるための素養」を身につけるためには、変動する地球に係わる教育

の機会が数多く設けられている必要がある。初等中等教育における理科の地学や社会科

（高等学校では地理歴史科）の地理は地球を直接扱うので、児童・生徒が「変動する地球

に生きるための素養」を身に付ける教育の中核として位置づけられよう。なお、理科の物

理、化学、生物や、社会科・地理歴史科の歴史、公民科、さらには生活科、家庭科、保健

体育科などにおいても、生活と環境、防災、資源、エネルギーなどで密接につながる地球

にかかわる具体的な事項を学習することで、自然現象への関心の高まりを通して、学ぶ意

欲を高める効果が期待される（巻末図-１）。 

 変動する地球に係わる教育の重要性については下記の視点がある[1]。 

 
(1) 実用的価値 
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人々は、地球からさまざまな恵みを多様な資源とエネルギーを利用する形で受けてい

る。たとえば、火山の存在により、風光明媚な地形が形成され、温泉は観光資源として

活用される。また、地熱エネルギー開発や、さまざまな鉱床の形成による鉱業の発達を

生み出し、火山灰によってもたらされた土壌による豊かな農地を得ることで農業は発展

する。海洋のさまざまな環境に適応して生息する多様な生物が、有用海洋生物資源を支

え、漁業水産業は持続的に発展する。そして、さまざまな地域において、自然の営みを

活かした文化が形成されていった。一方、人々は、火山、地震、台風などがもたらす自

然災害の脅威にさらされている。このような資源利用開発、エネルギー利用開発、環境

保全、食糧確保、防災・減災にかかわる事業を担う人材の育成には、地球についての広

範な基礎知識を修得し、自然と社会の間の複雑な関係について配慮する際に必要な豊か

な想像力を育む機会を初等中等教育課程に確保する必要がある。 

 
(2) 経済的・国家的価値 

日本の国土は平野が少なく、容易に活用できる土地が少ない一方で、山地の森林資源

や多量の降水がもたらす水資源には恵まれている。しかし、地方の過疎化や安価な木材

の輸入などにより森林が荒廃し、それが水や土砂の流出に悪影響を及ぼす状況も生じて

いる。また、日本の住民は、地震・火山・台風などがもたらす自然の脅威に常にさらさ

れている。その一方で、日本の排他的経済水域の面積は世界第 6位と広大であり、黒潮

と親潮が接する日本東方海域は世界有数の好漁場となっている。このような国土に暮ら

す人々の生活の持続的発展のために、国は、災害を引き起こす可能性がある自然現象を

予測し適切に対処する施策と、我が国を取り巻く自然がもたらす資源を適切に維持管

理・利用開発する施策を実施する必要がある。そのための研究開発をおこなう人材の育

成には、初等中等教育課程において、地球についての広範な基礎知識を学習するととも

に、ある施策が引き起こす波及効果の可能性についても十分に気配りできる豊かな想像

力を育む機会を確保する必要がある。 

 
(3) 市民社会的価値 

科学・技術を背景とする社会的問題に対する意思決定には、人間の生活の場である地

球について基礎知識を必要とする場合が多い。小学校から高等学校での地球に係わる教

育によって、当事者間の合意形成に際して提示される科学的根拠などについての基礎知

識や、科学には未解明な問題が数多くあるという認識を、多くの人が共有することが重

要である。そうすることによって、専門家が自説を学界の定説のように説明したり、非

専門家が専門家に検証不可能な要求をしたりすることも少なくなり、議論が紛糾する事

態も生じにくくなると考えられる。豊かな想像力を持つ参加者の間では、異なる意見を

持つ相手の考え方を互いに尊重することにより、議論が深まり、より優れた内容の合意

が形成されることが期待される。 

 
(4) 文化的・教養的価値 
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人類の文化的・教養的発展は、地表で生じるさまざまな異変の予測や容易に立ち入る

ことのできない宇宙、地中、海中についての整合的な理解のため、あるいは「我々はど

こからきて、どこへいくのか」という根源的な問いへの知的探究と試行錯誤の歴史とい

える。この歴史を通して蓄積された地学・地理分野の基礎知識を学ぶことによって、

人々は、畏敬の念を抱きながらも、自然を身近に感じ、多くの自然現象には複数の要

因・過程が複雑に関係していることや、自然が気候変動などで人間生活に影響を及ぼし

ているだけではなく、人間活動が自然に影響を及ぼしていることを理解できるようにな

る。その結果、土地利用の適正化、生物多様性の確保、生態系の保全、海洋プラスチッ

ク汚染防止などについて、適切に行動できるようになる。また、地球についての調査・

研究の歴史を学ぶことで、科学研究の営みが試行錯誤の繰り返しであり、現状の科学知

識は、新たな事実の発見によって補強・修正される可能性があるということを知る。こ

のことにより、先人が長い時間をかけて作り上げてきた自然との調和をふまえて、豊か

な想像力が育まれ、それに基づいて“想定外”な事態への対応を予め準備できるように

なる。 

  東日本大震災の被災地での聞き取り調査によると、予想を越えた規模の津波から助か

った人々の中には、ハザードマップやマニュアルだけに頼らず、その場で起こっている

現象を冷静に観察した上で、何が起こるのかを予測し、自ら「これは今までと違う」と

いう判断を下し、自発的に避難行動を起こした者もいたという[2]。これは、豊かな想

像力を育む教育の文化的・教養的価値を表した好例であろう。 

 
(5) 教育的価値 

地球のさまざまな現象には、人間活動、物理、生物、化学、地学の各過程が互いに複

雑に関係している。その中で、地学・地理教育は、社会科・地理歴史科及び理科の他の

科目と密接に関係する複合分野の教育である。このことは、社会科及び理科の他の科目

の教育をいかに完璧にしたとしても、なおそこには各教科・科目で学ぶ項目が互いに複

雑に関係している地球の事象については、地学・地理でなければ学ぶことはできないこ

とがあることを意味している。このことは、総合的に自然を学ぶ地学・地理教育によっ

て、互いに関係する複数の要素を考慮して多面的に自然や社会を考えることができる想

像力あるいは教養のある人間が形成されることを示している。 

  小学校で身近な地球の現象について学ぶことで、好奇心が刺激され、その後中学校で

の社会科及び理科の事象を個別に学ぶ意欲を高めることが期待される。また、高等学校

での地学・地理では、それまでの学校教育の全教科で学んだことを体系的に理解するこ

とが期待される。さらに、大学教育や社会人教育で地学・地理を学ぶことで社会が直面

する防災・減災、環境保全などの諸問題の解決に必要な基礎知識の再確認と想像力の涵

養が期待される。 

 

 以上、地球に係わる教育の重要性について５つの視点から述べた。以下、2章から４章で

は、地球教育の現状と問題点について記述し、５章で提言する。 
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２ 学校教育における地球教育の必要性-特に新しい学習指導要領に関して 
(1) 新しい学習指導要領の全体像 

平成 29（2017）年３月に小学校及び中学校の学習指導要領が、平成 30（2018）年３月

に高等学校の学習指導要領が告示され、令和２（2020）年度から小学校、令和３

（2021）年度から中学校、令和４（2022）年度から高等学校でそれぞれ新しい学習指導

要領に基づいた教育課程が始まる。これら新しい学習指導要領では、子供たちがよりよ

い社会の造り手となるために必要な資質・能力とは何かを明確にし、各教科・科目を学

ぶ本質的意義を理解しつつ教科横断的な学習が重要とされている。そして、学校教育を

通じてよりよい社会を造るという目標を学校と社会が共有し、連携・協働しながら「社

会に開かれた教育課程」の実現が目指すべき理念として掲げられている。 

児童・生徒が育む資質・能力は、①何を理解しているか、何ができるか（生きて働く

「知識・技能」の習得）、②理解していること・できることをどう使うか（未知の状況

にも対応できる「思考力・判断力・表現力」の育成）、③どのように社会・世界と関わ

り、よりよい人生を送るか（学びを人生や社会に活かそうとする「学びに向かう力、人

間性」の涵養）、の３つの柱で再整理された。主体的な学習を通して、これら３点は相

互に関連し合いながら全体としての資質・能力が向上していくものとされる。また、各

教科・科目等の特質に応じた見方（視点）・考え方が示されている。たとえば、理科の

地学領域の見方・考え方は、地球や宇宙に関する自然の事物・現象を主として時間的・

空間的な視点で捉え、科学的に探究する方法を用いて考えることであり[3][5][7]、社

会科及び地理歴史科の地理領域の見方・考え方は、社会的事象を位置や空間的な広がり

に着目して捉え、地域の環境条件や地域間の結び付きなどの地域という枠組みの中で、

人間の営みと関連づけて考えること[4][6][8]、とされる。このような教科・科目等の

特質に応じた見方・考え方を働かせながら、課題を把握・発見し、探究・追究を通して

課題を解決することができる人材を育成していく。 

特に高等学校においては、選挙権年齢の引き下げや高大接続改革などを踏まえた学習

指導要領改訂であり、高校卒業後の生徒に求められる資質・能力を考慮して教科・科目

構成の見直し等がなされた。以下、科目名は「 」を付して記す。 

今回の改訂で注目されるのは、高等学校地理歴史科の科目の構成と履修の刷新であ

る。全ての生徒が履修する科目として「地理総合」と「歴史総合」が設置され、「地理

総合」を履修した後の選択科目として「地理探究」が設けられた。約 30年ぶりとなる

地理必履修化の実現には日本学術会議の活動が深く関わっている（巻末表 2-1）。2007

年対外報告『現代的課題を切り拓く地理教育』で地理教育の重要性、環境問題、安心安

全社会、GIS（地理情報システム、「用語の解説」を参照）に言及し、2011年提言『新

しい高校地理・歴史教育の創造―グローバル化に対応した時空間認識の育成―』で提唱

した“地理基礎”の内容は「地理総合」の基盤となっている。その後も 2014年提言

『オープンデータ、地図力/GIS技能、地域づくり人材育成』、2017年提言『持続的可

能な社会づくりに向けた地理教育の充実』を公表し、必履修科目「地理総合」の支援体

制が強化されつつある。 
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高等学校理科の科目の構成と履修については、現行課程（平成 21年告示学習指導要

領に準拠）を踏襲し、物理、化学、生物、地学のうち３領域以上を学び、基礎的な科学

的素養を広く養い、科学に対する関心をもち続ける態度を育てるとしている。全ての生

徒が履修すべき科目数については、総合科目の「科学と人間生活」、「物理基礎」、

「化学基礎」、「生物基礎」、「地学基礎」のうち「科学と人間生活」を含む２科目、

または、基礎を付した科目のうち３科目とされている。選択科目の「物理」、「化

学」、「生物」、「地学」については、原則として、対応する基礎を付した科目を履修

した後に履修させるものとしている。なお今回の学習指導要領改訂では、スーパーサイ

エンスハイスクールにおける取組などを踏まえ、数学や理科で培った資質・能力を活用

しながら探究的な活動を行い、新たな価値の創造に向けて挑戦する力を養う共通教科理

数を新たに設け、「理数探究基礎」及び「理数探究」の２科目を設置し、理数教育の一

層の充実が図られている。 

また、教科を横断して防災・安全教育を充実させるとして、たとえば、公民科の「公

共」では防災情報の受信・発信などに触れ[9]、家庭科の「家庭基礎」及び「家庭総

合」では地震、風水害、積雪、土砂崩れなどに対する防災対策や環境に配慮した住宅の

機能などを扱うことになっている[10]。 

 
(2) 学校における地球教育の内容 

地球の自然の景観、しくみ、変動を学ぶ場は主に理科の地学領域と社会科（高等学校

では地理歴史科）の地理領域にあり、どちらでも自然現象に起因する災害、環境、資源

なども扱う。理科では、自然の事物・現象に進んで関わり、見通しをもって実験・観察

などを行い、その結果を分析して解釈するなどの科学的な探究を行うために必要な資

質・能力の育成を目指し、また日常生活や社会との関連を重視するとされている

[3][5][7]。そして、理科の地学領域は、地震学・火山学・地質学を基盤とする「地球の

内部と地表面の変動」、気象学を基盤とする「地球の大気と水の循環」、天文学を基盤

とする「地球と天体の運動」から構成され、それぞれ下位学年から上位学年へ、小学校

から高等学校へと系統的に学習項目が配置されている（巻末図 2-1）。社会科及び地理

歴史科の地理領域では、持続可能な社会づくりを目指し、環境条件と人間の営みとの関

わりに着目して現代の地理的な諸課題を考察することに加えて、グローバルな視座から

国際理解や国際協力の有り方を、地域的な視座から防災などの諸課題への対応を考察す

る。その際、地理的現象を位置や空間的広がりとの関わりで捉える空間的思考力の育成

を重点化し、それを具現化するための汎用的で実践的な技能として地図の読図や GISの

利活用を促している[4][6][8]。 

 
① 義務教育での地球教育 

小学校４年理科に新設された項目「雨水の行方と地面の様子」では、土地の傾斜

と水の移動との関係性、地面を構成する粒子サイズと水のしみ込み方の関係性を扱

う。ここでは、幼少期の早い段階から大地に触れる機会を提供するとともに、防災意

識の向上が意図されている。そして、４年「天気の様子」や５年「天気の変化」、５
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年「流れる水の働きと土地の変化」での侵食、運搬、堆積の学習や６年「土地のつく

りと変化」での地層や地震・火山の学習を通して、我々は変動する地球に暮らしてい

ることを知るようになる。社会科では、小学校３年で地図学習の扉を開き、以後地図

帳や地球儀などを活用した学習が展開される。 

中学校理科では、素養として学んでおくべき地象や気象がほぼ網羅されており、観

察、実験などの体験を通して探究的に地球のしくみを学習する活動が展開され、たと

えば、身近な地層や地形の観察、気象の継続観察を行うこととされている。また、防

災教育をより一層充実させるために、現行課程（平成 21年告示学習指導要領に準

拠）では第３学年の学習項目だった「自然の恵みと火山災害・地震災害」が地形、地

層、火山、地震、プレート運動などを学ぶ第１学年に、「自然の恵みと気象災害」が

気象を学ぶ第２学年にそれぞれに移行され、自然の恩恵と脅威について、習得した科

学的・地学的な知識・技能を使って理解することを強調している。第３学年では、地

域の自然災害について総合的に調べ、自然災害と人間との関わりについて認識するこ

ととされており、この際、図書館、博物館、科学館、ジオパークなどを利用したり、

空中写真や衛星画像、情報通信ネットワークを通して得られる多様な情報を活用した

りすることが想定されている。 

一方、中学校社会科地理的分野の大項目「日本の様々な地域」の中項目（1）「地域

調査の手法」では「観察や野外調査、文献調査を行う際の視点や方法、地理的なまと

め方の基礎を理解すること。」、「地形図や主題図の読図、目的や用途に適した地図

の作成などの地理的技能を身に付けること。」とある。 

 
② 高等学校での地球教育 

高等学校理科においても調査、観察、実験と一体化した探究的な学習を行うことと

されている。地学領域の学習項目に大幅な変更はないものの、「地学基礎」の大項目

を構成する内容が組み替えられ、大項目（1）の「地球のすがた」は主として空間的な

視点から地球の現在のすがたを捉える内容、大項目（2）の「変動する地球」は主とし

て時間的な視点から地球や宇宙の変動の歴史と仕組みを扱う内容で整理されている

（巻末図 2-2）。「地学基礎」においては、日常生活や社会との関連を重視して平成

21年告示学習指導要領で設置された中項目「地球の環境」が継承され（巻末図 2-

2）、ここでは、地球温暖化・オゾン層破壊・エルニーニョ現象といった地球規模の環

境問題、日本の地域の自然災害の予測や防災の必要性、多様な自然景観・豊かな水・

温泉・地下資源など自然がもたらす恩恵が扱われる。さらに、今回の改訂では上位科

目の「地学」においても地震、火山、地形、気象、海洋を学習する際に自然災害にも

触れることとされている。総合科目「科学と人間生活」の地学領域からは「太陽と地

球」と「自然景観と自然災害」のうちから一方の項目が選択される。 

高等学校の「地理総合」は、３つの大項目で構成される（巻末図 2-3）。大項目 A

「地図や地理情報システムで捉える現代社会」では、地図や GISの役割や有用性など

を理解し、必要な地理的技能を習得することがねらいである。次に大項目 B「国際理

解と国際協力」の中項目（2）「地球的課題と国際協力」では地球環境問題、資源・エ
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ネルギー問題など地球規模の課題を扱う。大項目 C「持続可能な地域づくりと私た

ち」の中項目（1）「自然環境と防災」では、我が国をはじめ世界で見られる自然災

害、生徒の生活圏でみられる自然災害、地域の自然環境の特色と自然災害への備えや

対応との関わり、自然災害の規模や頻度、地域性を踏まえた備えや対応の重要性、を

理解する。その際、さまざまな自然災害に対応したハザードマップや新旧地形図をは

じめとする各種の地理情報を収集し、読み取り、まとめる地理的技能を身に付けると

している。上位科目「地理探究」の大項目（1）の「自然環境」では、地形、気候、生

態系などに関わる諸現象を基に、それらの事象の空間的な規則性、傾向性や、地球環

境問題の現状や要因、解決に向けた取組などについて理解し、大項目（2）の「資源、

産業」では、主な地下資源の分布などについての空間的な規則性、傾向性を取り扱う

ことになっている。なお、地域の諸事象を考察していけば、必然的に理科的な事象に

発展していくことがあるので、「地理総合」や「地理探究」の指導上の配慮事項とし

て「・・・、生物的、地学的な事象なども必要に応じで扱うことができるが、それら

は空間的な傾向性や諸地域の特色を理解するのに必要な程度とすること。」との規定

がある[8]。 

 
(3) 新しい学習指導要領の実施に向けた課題と展望 

  前節で述べたとおり、小学校から高等学校までの地学や地理の教育では、「変動する

地球に生きる素養」を体系的に習得できるように学習項目が配備されている。とりわけ

学校教育の地学や地理においては、時間的・空間的な視点をもって事物・事象を多面

的・総合的に分析・解釈することや、野外調査、観察・実験を通した探究的な学習スタ

イルが、従前の学習指導要領下においても実施されてきた。令和４（2022）年度からの

高等学校の「地理総合」の必履修化が実現し、また現行課程（平成 21年告示学習指導

要領に準拠）において高校地学の履修率が 1/4強まで回復したのは、社会的要請として

地学・地理の教育の重要性が再認識された表れといえよう。そこで新しい学習指導要領

の実施にあたり、探究的な学習活動を行うための指導者の確保、分野の特質を活かした

教科・科目の連携強化、についての課題と展望を以下に記す。 

 
① 探究的な学習活動を行うための指導者の確保 

自ら課題を把握・発見し、観察、実験、調査などの方法を計画・実行し、結果を分

析・解釈して課題を解決する探究的な学習活動を実践するには、指導者自身が当該分

野の学術動向を見据えつつ知識・技能と教授力を向上させていかなくてはならない。

地形や地層の野外調査、岩石・鉱物・化石の観察、文献・聞き取り調査、地図の作図

や読図などに関わる探究活動の喜び、楽しみ、苦しみを指導者自身が経験しておくこ

とも必要であろう。 
このようなことは、教員同士の学び合いや不断の自己研鑽によって培われるが、昨

今の学校現場の状況を鑑みると、教員が自己研鑽や教材開発を行う時間的な余裕が、

学期中はおろか、長期休業中でもほとんどないのが実情である。教員が探究活動を十

分指導できるようになるためには、まずもって、教員自ら鍛錬するための十分な時間
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の確保が必要である。この点は、地学・地理学分野だけでなくすべての教員にかかわ

る問題でもある。 
そのような状況に加え、現在は、世代別の教員数のアンバランスが顕著であり、50

代のベテラン教員は多く、次いで経験の浅い 30代以下の教員がそれに続き、その間の

世代が明らかに少ない状況にある。この先、教員の世代交代が進むと、ベテラン教員

のもつ経験や知識などが若手教員に伝承されなくなることが危惧される。これに対す

る支援の具体的取組として、埼玉県高等学校理化研究会地学研究委員会が発行した

『埼玉から地学 地球惑星科学実習帳』による教員研修などが既に行われているのは

参考になる。 

さらに、新しい学習指導要領に則した教科指導を実現するには、次章で指摘するよ

うに、地学や地理を専門とする教員の数が極度に不足しており、必履修となった「地

理総合」では地理を専門としない教員がその科目を教え、履修率 1/4強の「地学基

礎」でも地球科学を専門としない理科教員が教壇に立つことになる。従って、専門外

の教員に対する支援も喫緊の課題である。 

この現状に対処するためには、学習指導要領が示す配慮事項に「教科の指導に当た

っては、大学や研究機関、博物館や科学学習センターなどと積極的に連携、協力を図

るようにすること。」とあるように、地域の人的・物的資源を活用して、若手教員や

専門外の教員を支援する体制を築くことが望ましい。この一例として日本地球惑星科

学連合では、先述の『埼玉から地学 地球惑星科学実習帳』を CDに収めたものを学会

の一般公開日に無料頒布したり、教員免許状更新講習を開設したりするなど、教員支

援の取組を行い始めている。 

 
② 分野の特質を活かした教科・科目の連携強化 

地球科学の調査・観測データは地図化して表現されることが多い。地形図、地形分

類図、地質図、天気図、海水温の分布図、植生図などの読図や作図は国土の自然条件

を理解するうえで最も有効な手段である。ゆえに、地理教育が推進する地図の活用を

地学教育にも積極的に導入することが求められる[12]。たとえば、同縮尺でみた日本

列島と欧米の地質図を比較すると、日本列島にはさまざまな種類や時代の岩石や地層

がモザイク状に分布し、個々の地質体の広がりは小さいことが分かる。日本は決して

広くはない国土のなかに山地、盆地、台地、平地があり高低差が著しい。この地形的

な多様性によって、地域固有の気象現象が生じたり、複雑な生物分布ができあがった

りしている。このような地図の分析・解釈をとおして、世界有数の地形多様性と生物

多様性を誇る日本列島の自然の豊かさの背後には地質の多様性が潜んでいることを見

出すことができよう。また、地理では地域多様性の一要因として地学的な多様性への

注目が集まりつつある。自分がいる場所やこれから行こうとしている場所がどのよう

な地質からなるかを確認し、地学の既存知識をもってその地域の利便性と脆弱性を考

察することもできる。このような作業はジオパーク活動や防災教育にも直結する。ま

た、国土地理院の「地理院地図」や産総研の「地質図 Navi」などの電子地図を活用し

たり、地方公共団体、公的機関、民間企業が公開するデジタル化された地質地盤情報
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を GISソフトで地図化して分析・解釈したりする作業は、国土の自然条件の理解を深

めることにも繋がる。 

空間的思考の育成を主たる目的とする地理教育では、強力なツールとして地図と

GISを準備し、災害、環境、資源など人間の営みと関連付けた学習が展開されている

[11]。一方で、地学教育が育成する時間的思考も重要である[13][14]（図 2-4；図 2-

5）。大気の運動では空間スケールの大きい現象ほど時間スケールも長い傾向があり、

グローバルな大気現象はエネルギー保存という物理法則に基づいてある程度予測する

ことが出来るが、ローカルな現象はさまざまな要因が複雑に絡み合うので因果関係の

解明や予測することが難しいことを知っておく必要がある。地象については、秒単位

でつづく強い地震動や数日間つづく火山噴火が人間生活に打撃を与えたとき、災害と

呼ばれる現象が日常的な時間感覚のなかで生じる。しかし、地震や火山噴火を予測し

たり、災害に備えたりする場合には、日常感覚を超えた長い時間スケールで考える必

要がある。なぜなら、地震も火山噴火も非日常的な時間スケールで営まれているプレ

ート運動に起因する自然現象だからである。自然における時間の流れは、人間生活の

時間感覚とは異なっていることを理解しておくことも大切である。 

地学が担う時間的な視点をもてば、我々を取り巻く自然は長大な歴史の産物であ

り、現在は脈々とつづく時間経過の一断面にすぎないことに気付き、過去―現在―未

来をつないで、私たち人類の自然における立ち位置を考究することができる。ところ

が、児童・生徒に限らず多くの社会人は、“最近”の地球は自然のリズムとして約 10

万年周期で寒暖を繰り返していることや、約１億年前の温暖期にできた生物体由来の

黒色頁岩が原油の根源岩となっていることを教わっても、10万年、１億年という時間

が自分の経験する時間とあまりにもかけ離れているため、思考を放棄してしまうのが

現状である。人為起源 CO2排出の問題の所在を把握するためには、岩石圏―水圏―大

気圏―生物圏をめぐる炭素循環について非日常的な長い時間スケールで捉える視点が

不可欠である。地球上で地下資源や海底資源が偏在するのは、それらが地球の営みの

産物だからである。人類の歴史を遥かに超えた長大な時間をかけた地学的プロセス

（物理・化学・生物的作用の総体）によって特定の物質が生成され、それが特定の位

置に濃集することを学んでおくことも大切である。このような自然の時間スケールに

対するセンスを磨くことは、社会科・地理歴史科や理科の他科目、公民科、さらには

生活科、家庭科、保健体育科の学習にも還元されよう。 

また、地形、気候、植生などの地球環境は、生物活動との微妙なバランスのなかで

形成されてきた。これは、地球が太陽系の他の惑星と決定的に異なる点である。気候

変動や急激な環境擾乱が生態系に及ぼす影響、生物多様性の保全などは地球に係わる

教育（地球教育）の主要な課題であり、地学や地理の学びを深化させるには中学校・

高等学校理科の生物領域（とくに生態学分野）との連携も欠かすことができない。知

識の広がりや異なる体系間のつながりについて学ぶことは、広い教養の基盤を作る上

で欠くことができない。 

 

３ 高等学校における地学・地理教育の現状 
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義務教育の継続として、高等学校における地学・地理教育は重要である。地理に関して

は、「地理総合」が 2022年度から必履修化されるため、状況が大きく変化することが予想

される。一方、地学に関しては「地学基礎」が選択制となっている。 

 

(1) 高等学校の地学教育の現状 

地学は必履修化されていないため、高等学校で学ぶことが保証されていない。また、

現行課程（平成 21年告示学習指導要領に準拠。理科は 2012年度から年次進行で実

施）、新課程（平成 30年告示学習指導要領に準拠。2022年度から年次進行で実施）と

も｢物理基礎｣、｢化学基礎｣、｢生物基礎｣、｢地学基礎｣という２単位科目から３つを選択

するのが基本となっているが、「地学基礎」の履修率は他に比較すると多くはない。本

節では、主に吉田・高木（印刷中）[15]の調査結果に基づいて、高等学校における地学

教育の現状を分析する。 

 

① 履修状況（教科書需要数） 

2010−2019年度の高等学校の必履修の保健体育の教科書需要数に対する理科の各科

目の需要数の割合をほぼ履修率とみなし、時事通信社発行の『内外教育』に掲載され

ているデータを参照し、とりまとめた（巻末表 3-１）。その結果、全学年が現行課程

に移行した 2015年度以降、「地学基礎」の履修率は約 26％で推移している。この値

は、旧課程（平成 11年告示学習指導要領に準拠。2003年度から年次進行で実施）の

「地学 I」の履修率（約 7％）と比較しても非常に大きな増加となっている。他の基礎

科目では、「生物基礎」が約 85%、「化学基礎」が約 81％と高いのに比べ、「物理基

礎」は57−59%となっている。 

一方、旧課程の上位科目「地学 II」の履修率は約0.6−0.65％で推移していた。2015

年度以降の上位科目「地学」の履修率は 1.2%から 0.9％へとやや減少している。この

履修率は他の４単位の理科科目（19−26％）と比較すると極めて低い。高校生 100人に

1人が履修している割合である。 

 
② 地学科目の開設状況 

・2017−2018年度に全国 5062校の高等学校のホームページを調査し、教育課程表な

どから開設状況が判明した 3934校（77.7%）に加え、アンケート調査で判明した 183

校を加えた 4117校（81.3%）における「地学基礎」、「地学」の開設状況が明らかと

なった。その結果、「地学基礎」は全国で 1798校（43.7%）、「地学」は 363校

（8.8%）であった。 

・コース別対象をアンケート調査で調べた結果，183校から回答があり，「地学基

礎」を開設しているのは 80校で、その内訳は，文系のみが 43校（23.5％），理系の

みは０校，文系・理系両方が 29校（15.8％），その他が８校（4.4％）、開設してい

ない高等学校が 103校（56.3％）であった。母数は少ないものの、「地学基礎」が文

系生徒のセンター試験対策として開講されている実態が浮き彫りとなった。一方、183
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校のうち「地学」を開設している高等学校は５校（2.7%）のみ、実際に開講している

高等学校は２校のみ（理系対象）であった。 

・「地学」を開設している 363校を対象として、開講状況を調査した結果、58校か

ら回答があり、「地学基礎」は 54校（93％）の高等学校が開講しているのに対し、

「地学」は 26校（44.8％）の高等学校しか開講していないことが判明した。「地学」

は生徒が集まらない実態が浮き彫りにされ、全国の「地学」を開講している高等学校

の割合は４％程度となった。 

・都道府県ごとの「地学基礎」、「地学」の開設率を巻末表 3-2ならびに巻末図 3-1

に示す。「地学基礎」、「地学」とも開設率トップは沖縄県、２位は千葉県となって

いる。一方、「地学基礎」で開設率が 27％以下の７県については、「地学」を開設し

ている高等学校が見出せなかった。吉田・高木［15］によると、開設率との相関要因

としてあげられるのは、２点である。その一つは、教員採用数、もう一つは、教員採

用方式である。 

 
③  地学教員採用数の変遷 

 「地学基礎」及び「地学」開設率と相関の認められる教員採用状況について、都道

府県別の公立高等学校地学教員採用数を 1979～2018年の 40年間分を調査した(巻末表

3-3)。なお、都道府県によって地学で採用している場合と、理科で採用している場合

があり、後者はその中の地学の教員採用数の情報は不明である。従って、ここでは地

学教員採用数が明らかな 23都道府県のみの結果を示す。  

 巻末図 3-2は、全国の過去 40年の年次ごとの地学教員採用数 (左軸：棒グラフ) な

らびに全教科教員採用数に対する地学教員採用数の割合（右軸：折れ線グラフ）の変

遷を示す。このグラフを見てもわかるように、1992年〜2009年の間（ゆとり教育の時

代にほぼ相当）は全国で一桁台の採用であったが、2009年告示学習指導要領に基づく

「地学基礎」が設置されたことにより、2010年以降は採用が増えている。また、地学

教員採用数と、全教科の教員採用数に対する地学教員採用数割合の変化は、よく対応

している。 

 上記に述べた、「地学基礎」、「地学」の開設率と、教員採用数との相関をとる

と、「地学基礎」開設率との相関係数は 0.65でやや相関があり、「地学」開設率との

相関係数は 0.71となり、強い相関があると言える (巻末図 3-3)。 

「地学基礎」、「地学」開設率との相関が認められるもう一つの項目として、高校教

員の地学採用か、理科採用か、の違いがあげられる（巻末図 3-4）。とくに「地学基

礎」開設率の高い都道府県は、理科として採用している場合が多い傾向がある。 

 都道府県別の開設率の違いの要因として、各都道府県に存在する大学の受験科目と

の関係と、各都道府県に存在する地学を学べる大学の有無や規模 (地学関連分野数) 

との関係を調査した。その結果、受験科目、地学専門大学の有無との相関は認められ

ず、関連分野数と「地学」開設率に弱い相関が認められた (巻末表 3−3)。 

 
④ 地学オリンピック参加者数と、「地学」開設率、地学教員採用数との関係 
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４単位「地学」が開設されており、地学教員の採用がある都道府県では、地学オリン

ピックへの参加者数が比較的高水準を示している。これは地学教員による質の高い授

業が行われていること、地学教員が生徒に参加を促していることなどによるものと思

われ、生徒はそれに応えて好成績をもたらしていることが推定される。このことは地

学オリンピック受験応募者数と「地学」開設高校数（巻末表 3-2）及び過去 40年間の

県別地学教員採用数（巻末表 3-3）との散布図（巻末図 3-5）からも読み取れる。決し

て有意な相関ではないが、熱心な地学教員の存在がプラス要因であることは明らかで

ある。 

 

地学開設率の高い沖縄県や千葉県、さらに地学教員採用数が近年多い大阪府などは、研

修会などの教員の活動が盛んに行なわれてきている点で共通性がある。高等学校の地学教

育の推進に向けて求められている重要なことは、地学専任以外の理科教員が地学領域の重

要性を認識し、「地学基礎」を指導することができるような支援を、研修会などを通じて

行うことであろう。 

 

(2) 高等学校の地理教育の現状 

➀ 履修状況（教科書需要数） 

2010−2019年度の高等学校の必履修の保健体育の教科書需要数に対する地理歴史科

及び公民科の各科目の需要数の割合をほぼ履修率とみなし、時事通信社発行の『内外

教育』に掲載されているデータを参照し、とりまとめた（巻末表 3−5）。その結果、

旧課程から現行課程（平成 21年告示学習指導要領に準拠。地理歴史科や公民科は

2013年度から年次進行で実施）への移行期に多少の変動は認められるものの、大きな

変化はない。全学年が現行課程となった 2015年度以降の５年間の平均をとると、多い

順に｢現代社会｣ （86.5％）、｢世界史 A｣ (72.3%)、 地図 (56.7%)、 ｢日本史 B｣ 

(42.5%)、｢政治・経済｣ (38.1%)、｢世界史 B｣ (35.6%)、｢日本史 A｣ (34.2%)、 ｢地理

A｣ (32.7%)、｢倫理｣ (22.3%)、｢地理 B｣ (21.7%)という結果となった（地図は教科名

ではなく教科書である地図帳の購入数。｢地理 A｣と｢地理 B｣以外に「現代社会」や「政

治経済」、「世界史 A」、「世界史 B」などで使うため購入する場合もある）。Aと B

に分かれている世界史や日本史と比べても、地理は履修率が A、 Bともに低いことが

わかる。さまざまな履修実態があり単純には言えないが、｢地理 A｣と｢地理 B｣の重複履

修はそれほど多くないことから、｢地理 A｣と｢地理 B｣の履修率の合計を地理の履修率と

みなすと、およそ高校生２人に１人の割合しか地理を履修していないことになる。 

 
➁ 地理科目の開設状況と地理専門教員の在籍 

谷・斎藤［16］が、2017年６月に、全国の公立高等学校から 1331校を無作為抽出

し、郵送によりアンケート調査を行った結果によると、地理が開講されていない（｢地

理 A｣、｢地理 B｣いずれも開講されていない）高等学校は、有効回答 476校のうち 52校

（11％）であった。また、地理を専門とする教員がいない高等学校は 193校（41％）

であった。 
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③ 地理教員の採用状況 

平成 23～28年度の教員採用試験合格数を参照し、歴史と地理のそれぞれの合格者数

の比較ができる都道府県について国土地理院が集計した結果を巻末表 3-6[17]に示

す。地理と歴史の比は 28％：72％となっている。 

 

④ 「地理総合」の必履修化とその課題 

ここでは「地理総合」必履修化における二つの課題を指摘しておきたい。一つは、

生徒が学習を通して地理の有用性を実感できる教材の開発である。学習指導要領に

は、防災など取り扱う科学の有用性を強く意識させられるような学習内容が盛り込ま

れている。こうした内容に即した具体的な教材を開発・提供するためには、関連分野

である地学分野との協力が不可欠である。前述したように、理科の「地学基礎」履修

率は1/4 程度で、この履修率の急増や地学の必履修化は当面は難しい。従って、地理

歴史科の「地理総合」を学ぶ中で自然地理や地学的な内容に興味を持った人が、両者

に関連した教材開発の能力を身につけることも重要である。一方、地理歴史科の教員

の3/4が歴史を専門とする現状においては、おそらくは自身も高等学校において地理を

履修しなかった者も少なくないと思われる歴史等を専門とする教員が「地理総合」を

教えるケースも多くなる。このとき「地理総合」に含まれる自然地理や地学的な内容

を理解して教えられない可能性もあり、教員の教育が必要となる。これらの状況か

ら、地学と地理の一体性が広く認識されることや、地理歴史科と理科の教員免許状の

カテゴリーを超えた連携を可能とする施策が必要とされる。 

もう一つは、「地理総合」の必履修化などに伴い、地理系科目を担当できる教員を

確保することである。学校現場で敬遠されがちな、地図を活用した指導や自然環境、

地域調査などの指導に的を絞った研修の機会を提供することによって、地理を専門と

する教員がいないことを理由に学習内容が削減されることを防止し、必要な素養を確

実に提供することが求められる[18]。また、大学における教職課程認定に厳格な基準

が求められる昨今、大学、学部、学科を問わず、地理歴史科の教員を目指す全ての学

生に質の高い指導力を身に付けられるような仕組みが必要である[19]。  

 
４ 社会における地学・地理学の｢素養｣ 

(1) 地学・地理学における｢素養｣の現状 

一般社会の地球科学への関心は、1991年の雲仙岳の火砕流、1995年の兵庫県南部地

震、2011年の東北地方太平洋沖地震などによる未曽有の大災害に遭遇することによって

高まった。マスコミを通じて、地震や津波がどのようなメカニズムで起きるのか、そし

て、そのような自然の脅威に対し、どのような方法で身を守るべきかが議論され、多く

の人々がある程度その知識を得ることができた。さらにその後も、日本各地で局所的豪

雨による浸水害や土砂災害、予期せずして内陸性地震や火山噴火が次々と発生し、その

たびにどのような誘因・要因で災害が起きるのか、それに対処するにはどのような方策

がとられるべきかをマスコミは議論し、発信している。今日、プレート、活断層、火砕
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流、噴石、土石流、線状降水帯といった地学用語は報道等でもごく普通に使用されるよ

うになっている。 

日本ではどこに居を構えようとも、災害と無縁な生活を送ることはできない。各地方

公共団体が作成・配布するハザードマップに目を通し、自分がいる場所にはどのような

災害を受ける可能性があるのか、そしてそれを避けるのにはどのような手段が必要なの

かを家庭内で議論し、対策を講じている方も多いだろう。しかし、問題は、災害自体が

多様な形態を持ち、今までの経験による予測が立たないような規模の災害が増えている

ことである。これらは、いわゆる“想定外”という言葉で表現される。このような事態

に直面した時に必要なことは、各自が地球のしくみや環境に関する正しい知識を持ち、

今起きている自然現象がどのようなしくみや原因で起きているのか、そして、その後ど

のようなことが起きる可能性があるのかを、科学的根拠をもって論理的に判断できるよ

うにすることである。各自が持つ情報源から、何が実際に起きているのかに関して情報

を迅速に得て、それを理解し、まずはマニュアルに従った行動を取ることが求められ

る。しかし、実際の災害の起こり方は一通りではなく、それに対処するには、その場に

応じた身の振り方を取る必要が生じる。そのためには、時にはマニュアル通りの行動だ

けではなく、どのような行動が最も身を守るために適切であるのかを各自で判断する能

力が求められる。そこで必要となるのは、地球についての知識と想像力である。ことに

自分たちが暮らす場所の地学的、地理的な特徴に日頃から関心を持ち、バイアスがかか

った自然現象が発生した時に何が起こるかを想定した行動を起こせることが肝要であ

る。このような視点は、第２章で述べた平成 29・30年告示の新しい学習指導要領の目的

や方針と整合的である。しかし、初等中等教育課程の学習とは異なり、一般の社会では

地球に関する知識や理解の程度には大きなばらつきがあり、日本に暮らす全ての人々が

十分な「変動する地球に生きるための素養」を身につけているとは言い難い状況にあ

る。 

さらに、環境問題、特に地球温暖化は人類社会にとって喫緊の課題である。海水温度

の上昇に伴う海水の体積膨張と極地方や山岳氷河の融解に伴う海面上昇、海洋酸性化、

さらには気温上昇に伴う台風の強化や暖湿大気による豪雨によって、風水害の増加や甚

大化に地球温暖化が深く関わることが指摘されている。一般社会が、地球温暖化が単に

気温上昇をもたらすのみならず、地球規模のさまざまな現象や災害の増加と関わってい

ることを理解することも必要である。すなわち、｢変動する地球に生きるための素養｣を

身につけ、地球環境の変化に対応することが、各個人の安心・安全な暮らしと密接に繋

がっているという理解が重要であろう。 

この視点は、有限であるとともに偏在しているゆえに政治問題になる、資源エネルギ

ー問題でも同様である。つまり、私たちは、「変動する地球に生きるための素養」を身

につけることなしに、地球に生きることはできないのである。 

 

(2) ｢地学の素養｣における課題 
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初等中等教育を修了した人々の大多数は、高等教育において地球科学を学ぶことは少

ない。ただ、日本に暮らす人々が生涯を通じて地球や自然を学べる場として博物館、動

物園、植物園、水族館などの文化施設、ジオパークなど多様にある。 

博物館（科学館、動物園、植物園、水族館を含む）には広い年齢層が入館し、小中学

校の課外授業でも大勢の児童・生徒が訪れる。最近では、退職後の高齢者が博物館の講

演会に足を運ぶことも多い。実は、「地球」、「自然」に接する機会は多く用意されて

いるのである。博物館の展示や生涯学習を支えるのは、博物館・動物園・水族館・植物

園などの学芸員やボランティア、公園指導員、ネイチャーガイドなど、さまざまであ

る。地元の動植物や地質・地形に精通したベテラン学芸員に加えて、最近は、市町村立

の中小規模の博物館・科学館にも地球科学や生物学の修士号や博士号取得者が在職する

ことが多くなり、彼ら・彼女らは研究教育活動に日々精励している。ただし、全国すべ

ての館で指導スタッフの科学的知識の質や指導力が保証されているとは限らず、その資

質を客観的に評価する手法は今のところない。また、残念なことに博物館あるいは自然

を学ぶ関連施設に足を運ぶ人は、社会全体で見るとごく一部に限られており、さまざま

な学びの機会が用意されているにも関わらず、多くの人々が、それを活用できていると

は言えない。 

フィールドで自然を学ぶ場としては、ジオパークがある。日本ジオパーク委員会に認

定されたジオパークは、全国に 44地域あり、そのうち９地域がユネスコ世界ジオパーク

に認定されている（令和１年 10月１日現在）。ジオパークが増えたことで、郷土への愛

着が深まるとともに身近な土地の成り立ちや特色を学ぶ機会が増加し、訪問者も地球に

じかに接することができる。現行課程で使用されている小学校・中学校理科や高等学校

「地学基礎」の教科書には、ジオパークが大きく紹介されているものが多数あり、子や

孫と一緒に地球を学ぶきっかけとなり得る。ジオパークは地球科学の普及と地域の活性

化が重要な目的であり、ユネスコのプログラムであることから観光だけではなく地質や

地形遺産の保護・保全や教育が重要視される。従って、初等中等教育現場でもジオパー

クを活用することの意義は大きい。また近年、フィールドを題材とし、地学や地理を考

えるテレビ番組も注目を浴びている。このようなメディアを使った教育効果も重要な手

段となることが期待される。 

中央教育審議会[20]でも、豊かな心や人間性を育んでいく観点からは、子供たちがさ

まざまな体験活動を通じて、生命の有限性や自然の大切さ、自分の価値を認識しつつ他

者と協働することの重要性などを、実感し理解できるようにする機会や、文化芸術を体

験して感性を高めたりする機会の重要性を指摘し、2030年とその先の社会の在り方を見

据えながら、学校教育を通じて子供たちに育てたい姿として、｢社会的・職業的に自立し

た人間として、我が国や郷土が育んできた伝統や文化に立脚した広い視野を持ち、理想

を実現しようとする高い志や意欲を持って、主体的に学びに向かい、必要な情報を判断

し、自ら知識を深めて個性や能力を伸ばし、人生を切り拓いていくことができること」

を掲げている。このような初等中等教育から継続した到達点が生涯教育の姿であり上記

のような社会文化施設やジオパークは、その機能の中核としての責務を果たしていかな

くてはならない。  
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このように、初等中等教育で地学を学んでいるにも関わらず、その知識が身について

いない、あるいは風化してしまった多くの人々が、生涯教育を通して災害・地球環境・

資源などの地球現象を考える機会は増加し、また多様化してきているのである。これら

の機会を利用して知識を我が事とした上で、直面する災害、地球環境、あるいは資源エ

ネルギー問題に適切に対処してこそ、｢変動する地球に生きるための素養｣を身に付けて

いるといえるのである。 

 

(3) ｢地理学の素養｣における課題 

地理学も社会人としての我々の生活と密接に関連している。地図は紙媒体のものか

GNSS（全球測位衛星システム）と連携した電子版へと移行してきたが、我々の生活やレ

ジャーや観光において必要不可欠である。国によっては、地図は国家機密として扱われ

ていることもあるが、我が国では誰もが地図及びその情報を活用できるようになってい

る。また、UAV（無人航空機、通称ドローン）の活用により、地域の非常な詳細な地理

空間情報をリアルタイムで取得することも可能になっている。以下の３項目が、生涯に

わたって学習すべき地理学の項目として重要と考えられる。 

  
① 地図の活用に関して 
地図は古来より、個人の生活や社会活動のための必需品として整備・使用されてき

た。最近は地図が情報通信ネットワークや携帯電話と統合し、日常性と機能性が高ま

っている。しかし、地図の情報を適切に読み取り、内容を深く理解し、行動に活かす

ためには、地図に関する知識や地理空間的思考が必要である。これと関連して、電子

地図を使って他者に情報を効果的に伝達するための工夫も必要であり、このためには

地理空間情報と GISを用いた地図の作成と発信の技法を修得すべきである。地図は長

年にわたり、初等中等教育の地理で主要な対象とされてきたが、情報技術との統合を

含む地図に関する知識の供与や、関連する実技の充実が望まれる。 

 

➁ GISによるデータの管理と分析について 

GISは、日本では 1990年代以降に急速に普及し、社会の多様な場面で重要な役割を

担っている。GISの基本機能の一つはデータベースで、GISに入力されたデータを分析

し、意思決定に用いることも頻繁に行われている。AI（人工知能）社会を迎えつつあ

る今、GISは基本的なテンプレートとして必要かつ不可欠なものになっている。世界

各国でも自国の多様なデータを GIS 上で整理し、陸海にまたがる土地利用及び管理シ

ステムを作り上げている。また、民間でもビッグデータを GIS上に整理し、さまざま

な経営戦略に活用し、大きな効果が期待されている。2022年度から高等学校で必履修

化される「地理総合」では、上記の状況を踏まえて GISが重視されているが、その教

育を充実させるとともに、小中学校でも関連した取組を行うことを検討すべきであ

る。 

 
③ 災害対応について 



17 

2011年の東日本大震災や 2018年の西日本豪雨のように、自然災害（以下単に災害

と記す）が甚大な社会問題を生じさせることがある。今後、地球温暖化の進行によっ

て風水害が激化することも懸念されている。災害のリスクや被害を抑えるためには、

災害に関連する諸要素の特徴を理解し、人々や社会の対応力を高めておく必要があ

る。この際には地理学や地学の素養が重要である。災害の誘因である地震、火山活

動、気象現象や、災害の発生を規定する地形や地質については、地理学の中の自然地

理学と地学が専門的に扱っている。また、災害による被害の大小は、自然現象のみな

らず社会の構造にも規定されるが、後者は地理学の中の人文地理学が対象としてい

る。さらに、自然的要因と人文的要因の空間分布を考慮して災害を分析し、避難所な

どの施設の適切な配置や、効率的な避難のための経路探索などを検討する際には、GIS

による空間分析が有効である。従来より、行政がハザードマップを整備するなど、災

害対応への地理学的な取組が行われているが、上記のような災害の多様な側面を考慮

した対応を実現するためには、地理学と地学の知識と技法を活用できる人材を育てる

ための教育が重要である。何よりも、一人一人が「変動する地球に生きるための素

養」を身に付けて、自発的に行動することが大事である。それでこそ、科学的な｢素

養｣が定着したことになる。 
 

５ 提言 

日本に暮らす全ての人々は、自然に親しみ、地球の営みを理解し、自然環境と人間社会

の関わり方を問い続けるべきである。そうすることによって、自然がもたらす恵みを適切

に管理し活用できたり、自然の猛威から身を守る対策と行動を自己判断できたりする。こ

れが「変動する地球に生きる素養」である。 

小学校から高等学校までの理科や社会科（地理歴史科）では、「変動する地球に生きるた

めの素養」の基礎となる学習項目が発達段階に応じて体系的に配備されている。しかし、

教員養成課程において地学や地理に接する機会に乏しい小学校や中学校の教員が、それを

補うために自己研鑽をおこなおうとしても、その時間が十分に確保できない状況にある。

また、高等学校における地学や地理の教員数が不足している、地学や地理に関する科目を

開講する学校が少ない、などの問題がある。その結果、大学生を含む多くの成人の変動す

る地球に係わる知識は中学校での授業内容に止まっているのが現状である。 

あらゆる年齢層が「変動する地球に生きるための素養」を身に付けるためには、学校教

育修了後も生涯教育を通して地球の自然に係わる知識や理解を更新・深化する機会が必要

である。生涯学習の主たる担い手は、地域の博物館・科学館やジオパークであるので、高

度な専門的知識や優れた指導力をもった地域人材の存在が欠かせない。ところが、全国各

地の博物館・科学館やジオパークを見渡すと、教育普及活動の質に大きな差が見受けら

れ、学芸員や解説員の知識・技能や指導力が十分にあるとは言い難い場合もある。 

以上が第１～４章の要約である。このような問題意識から、次の２つを提言する。 

 
(1) 学校教育の中で｢自然を学ぶ学習｣を強化する  
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自然に対する感性や問題意識は幼少期の体験が大きく影響するので、学校教育は地球

や惑星のさまざまな現象に関する素朴な疑問や知的好奇心に根差した学びとしなくては

ならない。地球の営みや自然環境の変化を科学的・論理的に理解できるようになれば、

劇的に変化する自然の中で、自ら体験し、予測し、判断しながら、安全に生きていく知

恵と想像力を獲得することに繋がる。このような学習の姿勢は、学校教育の期間に繰り

返し体験し、学ぶことを通じて涵養される。そのためには、防災や環境に関わる事物・

現象についてミクロ・マクロな視点、時間的・空間的な視点をもって多面的に教育でき

る人材を育成するとともに、平成 29・30年告示の学習指導要領に対応した効果的な教育

環境を実現すべきである。 

それには、教育実践研究の蓄積や情報交換、地学や地理を専門としない教員への研

修、大学での教員養成を活性化させなくてはならない。その際、地学と地理の垣根を超

えた分野・組織横断型の教育支援システムが必要となる。たとえば、日本地球惑星科学

連合や日本地理学会などで活動している高校教諭と大学教員が連携・協働し、「変動す

る地球に生きるための素養」を育成する学習モデル案を提示したり、学校現場のニーズ

に見合った教材を開発・提供したりすることが考えられる。また、このような活動は、

学校教員同士の学び合いに留まらず、当該分野の学術動向を把握しながら知識・技能と

教授力を向上する機会を創生することに繋がると期待される。 

 
(2) 生涯にわたって「変動する地球に生きるための素養」を身につける機会を充実する 

「変動する地球に生きる素養」を身につけるための学びの場は、学校教育の期間だけ

でなく生涯にわたって確保されることが重要である。変動する自然現象、グローバルま

たは地域的な環境問題、そして地球惑星に関する新しい知見などについて、すべての年

齢層が自らの社会生活に密接した情報として共有できるようにすることが大切である。

そのような教育の場として、博物館の展示解説や体験活動、ジオパーク活動などがあ

る。特に、自然災害や地球環境に関連する知識やその対策を提供できる機会を増やすこ

とは重要で、そのような活動を支える人的支援や組織を作るべきである。 

それには、地学や地理学を研究している大学などの研究機関、学協会、地方公共団体

が連携・協働し、市民が日常的に地球を学ぶことができる場を数多く設けることであ

る。地域密着型の教育システムの構築と連携強化は、地域の環境保全や減災・防災活動

にも直結する。たとえば、東日本大震災を契機に南海トラフ周辺の大学では、自然災害

に関わるアウトリーチ活動に力を入れている。学校教育で学んだ地学や地理の知識が身

についていない、あるいは風化してしまった人々が、生涯教育を通して地球の営みや自

然環境を再び学び直す機会を提供することは、地学・地理学コミュニテイの責務であ

る。 

 

以上で提言した分野・組織横断型の運用システムの構築を検討できる組織として、日本学

術会議や日本地球惑星科学連合が挙げられる。特に、日本地球惑星科学連合は地学・地理を

含む学術領域の公益法人として活動している組織で、両分野の研究者や教育関係者が数多く

参画している。地球規模での地学・地理について体系的に学ぶことができる初等中等教育向
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けの教材を開発したり、教員の相互協力体制をどのようにつくるかなどを議論しており、実

行性をもった組織といえる。 
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＜用語の説明＞ 

初等教育：小学校教育を指す。 

中等教育：前期中等教育と後期中等教育とに分けることができる。 

前期中等教育は、中学校教育と中等教育学校前期課程での教育を指し、後期中等

教育は、高等学校教育、中等教育学校後期課程での教育、高等専門学校（いわゆ

る高専）前期課程での教育など、中学校（中等教育学校前期課程を含む）卒業後

の教育でありかつ高等教育前の教育を指す。本提言では、前期、後期の区別をせ

ずに中等教育で一括した 

高等教育：大学（学士課程）教育、短期大学（本科）での教育、高等専門学校後期課程で

の教育、大学院教育など、中等教育後の教育を指す。 

GIS：GIS（Geographic Information System）とは、地理情報システムのことで、地理的

位置を手がかりに、位置に関する情報を持ったデータ（空間データ）を総合的に管

理・加工し、視覚的に表示し、高度な分析や迅速な判断を可能にする技術である。 
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＜巻末図表＞  

 

 

図 1．本提言における素養と教育・学習の概念 
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図 2-1．小学校・中学校理科と高等学校「地学基礎」の地球を柱とした内容の構成．高等

学校学習指導要領（平成 30年告示）解説理科編［7］より抜粋． 
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表 2-1．「地理総合」成立の経緯．碓井照子編（2018）『「地理総合」ではじまる地理教

育 持続可能な社会づくりをめざして』［11］に基づいて作成． 
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図 2-2．高等学校「地学基礎」及び「地学」の学習項目．高等学校学習指導要領（平成 30

年告示）［7］に基づいて作成． 
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図 2-3．高等学校「地理総合」の学習項目。高等学校学習指導要領（平成 30年告示）に

基づいて作成。碓井照子編（2018）『「地理総合」ではじまる地理教育 持続可能な社会

づくりをめざして』［11］に加筆・修正。 

 

 

図 2-4．地学現象の時間・空間スケール．池谷・北里（2004）『地球生物学』［13］に加

筆・修正．このような図は高校「地学基礎」の教科書にも掲載されている． 
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図 2-5．大気の運動の時間・空間スケール．小倉（2016）『一般気象学』［14］より． 
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表 3-1 『内外教育（時事通信社）』の教科書需要数より見積もられた理科各科目の履修

状況の変遷 （［15］吉田・高木） 
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表 3-2 「地学基礎」、「地学」の都道府県別開設率［15］ 
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図 3-1 「地学基礎」及び「地学」の都道府県別開設率 [%] 黒：理科採用優勢府県、灰

色：地学採用優勢都道府県、白：採用方式不明県及び全国平均［15］． 
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表 3-3 過去 40年間の 23都道府県の地学教員採用数  

(合計 5名以上の採用都道府県のみ抜粋)．  

 

地学の項目における 0の数字は地学教員の募集はあったが採用数が 0人であったことを、

―の記号は地学教員の募集がなかったことを、理は物理、化学、生物、地学の分野別では

なく教科としての採用であったこと (地学を専門とする教員が採用されたか否かは不明) 

を、空白は不明を、それぞれ意味する。 
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図 3-2 全国の年次ごとの地学教員採用数 (左軸：棒グラフ) ならびに全教科教員採用数

に対する地学教員採用数の割合（右軸：折れ線グラフ）の変遷（主に地学採用の都道府県

のデータに基づく。理科採用の地学教員数データは含まれていない）［15］。  

 

 

図 3-3 全教科の教員採用数における地学教員採用数の割合と「地学基礎」「地学」開設

率との関係［15］。 
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図 3-4 a．採用方法の違いと「地学基礎」開設率 [%]、b．採用方法の違いと「地学」開

設率 （％]。理科＞地学は、理科として採用した年が地学として採用した年より多い都道

府県を指し、地学＞理科はその逆である。［15］。 

 
表 3-3 各都道府県のさまざまな項目と「地学基礎」、「地学」開設状況との相関の有無

［15］。 

 

 

図 3−5 地学オリンピック受験応募者数と「地学」開設高校数（左）ならびに過去 40年

間の県別地学教員採用数（右）との関係（受験者数が 1000名を超える東京と埼玉を除

く） 
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表 3-5 高等学校地理歴史科、公民科等の各科目の教科書需要数からみた履修率（％）．『内

外教育（時事通信社）』に掲載の過去 10年のデータに基づく。 
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表 3-6 各都道府県の公立学校教員合格者における地理と歴史の割合［18］ 
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